正社員雇用契約書（兼労働条件通知書）

	契約期間
	□期間の定めなし　□期間の定めあり（　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日）

	試用期間
	　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日

	就業の場所
	

	従事すべき
業務内容
	

	始業終業の時刻、休憩時間、所定時間外・休日労働の有無に関する事項
	1．始業・終業
2．休憩
3．変形労働時間制等の適用
4．所定時間外労働
5．休日労働
	　　時　　分　～　　時　　分

　　時　　分　～　　時　　分（　　分間）

□変形労働　□裁量労働　□事業場外みなし　□フレックス

特記事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□有（　　　　　　）　□無

□有（　　　　　　）　□無

	休日
	

	休暇
	1．年次有給休暇（6ヶ月経過後　　日）、その他休暇（　　　　　　　　　　　　　　）

	賃金
	1．基本給
2．諸手当
3．割増賃金率
4．賃金締切日
5．賃金支払日
6．賃金改定
7．賞与
8．退職金
9．賃金からの控除
	□月給日給　□日給　□時給　　　　　　　円（等級：　　　　）

□　　　手当　　　　　円　　□　　　手当　　　　　円

□　　　手当　　　　　円　　□　　　手当　　　　　円

法定時間外　　％　法定休日　　％　深夜　　％

□当月　□翌月　　日

□当月　□翌月　　日（本人の指定する金融機関口座へ振込み）

□有（年　回　月。但し、賃金規程に定める事由により改定を行わない又は降給を行うことがある。）

□無

□有（年　回　月・　月。但し、賃金規程に定める事由により減額及び支給しないことがある。）

□無

□有（勤続年数要件　年以上）　□無

□健康保険料　　□厚生年金保険料　□雇用保険料　　□所得税

□住民税　　　　□　　　　　　　　□　　　　　　　□

	退職に関する事項
	1．定年制
2．自己都合退職

3．解雇
4．定年後再雇用
	□有（　　歳到達日の属する直後の賃金締切日）　□無

2週間前までに届出が必要。

下記記載

□有（労使協定基準による）　□無

	解雇、退職、懲戒、服務規律、契約解除、その他
	・解雇、退職、懲戒、服務規律においては就業規則による。

・試用期間は、業務の都合又は本人の事情、会社と本人で定めた条件及び基準等を考慮して、短縮又は入社日より6ヶ月以内の日まで延長する場合がある。

・会社は試用期間中において、本人の執務態度、能力、成績、勤怠などについて不適格と認める場合は解雇する。また試用期間終了時において本人の執務態度、能力、成績、勤怠などについて不適格と認められた場合は試用期間満了とし、契約を解除する。

・試用期間が経過し、本採用登用後も上記事項を考慮し、解雇、懲戒等を行うことがある。

・雇用期間中に労働条件及び業務の変更等を行う場合がある。

・当該契約書で定めた事以外は就業規則、諸規定、諸協定、内規等による。

	加入保険
	□健康保険　□厚生年金　□雇用保険

	上記条件で正社員雇用契約を締結する。本契約書は甲乙1部ずつ作成し、各々で保管する。

　　　年　　月　　日

事業主（甲）

印

労働者（乙）　　　　　　　　　　　　　　　　印


